
定例宣伝:【市民連合】19 日朝 7時半/【社保協】25日朝 7 時半/【憲法 C】第 2㈬17 時半 

どなたでも参加大歓迎。事前に県連にご連絡下さい(共闘手当扱)/【原発行動】最終㈮17 時

半 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

香川県広域水道企業団は 7月２９日、発がん性の恐れ

が指摘されている有機フッ素化合物「 ＰＦＡＳ ピーファ

ス 」について、観音寺市の 茂木（しげき）浄水場（茂木町）

の水源の一つである井戸水から、国の暫定目標値を上回

る数値が検出されたと発表しました。 

PFAS（有機フッ素化合物）汚染は、今では全国に広が

り、各地で健康への不安の声が上がっています。同様の問

題が昨年 7月に起こった岐阜県の各務原市では、幼保や

小中学校に夏休み明けまでに浄水器の設置がされまし

た。 

PFASは発がん性がある有毒物質で、欧米では多くの調

査研究に基づき、腎臓がん、精巣がん、甲状腺疾患、高コ

レステロール血症、肝障害、などに罹患するリスクを高める

と認定されています。このため、市民の命と健康を守る取り

組みが急がれています。 

県民のいのちと健康を守る立場から、8月 2日㈮ 全日

本民医連 原田理事、香川民医連 大西会長、香川県保

険医協会 篠崎事務局長など 5名が池田豊人 香川県知

事に対して「香川県におけるＰＦＡＳへの対応に対する要請

書」を提出し、香川県環境管理課(中西課長以下 5名)と申

し入れの趣旨について懇談しました。 

 

ＰＦＡＳへの対応で県知事へ要請文提出&懇談しました 

  

    要 請 項 目 
 

1. 観音寺市の浄水場水源での「有機フッ素化合

物の検出」について、その原因を明確にする

必要があるが、どのような体制で取り組む予

定か明らかにしていただきたい。 

2. 県内で調査している浄水水源の調査結果を県

の責任で、速やかに分かりやすい形で明確に

していただきたい。また、今後定期的に検査

を行う必要があるが、全県的にどのような体

制で取り組むか明確にしていただきたい。 

3. 観音寺市茂木浄水場第 2 水源が送水している

地域の住民に対して、説明する必要があるが、

どのような体制で取り組む予定か。また、血

液検査を希望する住民に対してどのように取

り組むのか。具体的に明らかにしていただき

たい。 

4. 観音寺市以外でも不安をもつ県民が多いと思

われるが、県として相談窓口を明確にする必

要がある。どのような体制を検討しているの

か明確にしていただきたい。 

5.  6 月 25 日の第 944 回食品安全委員会で取り

まとめられた「評価書」で「許容量」と定め

られた数値は欧州の 60 倍という指摘がある

が、この数値に対する県の見解を明らかにし

ていただきたい。 

 

県民のいのちと健康を守る立場

で早急な対応をお願いします 


